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１ 理事長によるメッセージ 
滋賀県立大学は、環境科学部、工学部、人間文化学部、人間看護学部の 4 学部 13 学科と、4 研究科 9 専攻の大

学院からなり、人文科学、社会科学から自然科学までを学ぶことができる総合大学です。 

本学は、滋賀県民の期待を担って、平成 7 年、国宝彦根城のある滋賀県彦根市に開学しました。琵琶湖を取り巻

く豊かな自然に抱かれ、歴史に根ざした人間性豊かな文化を育み、環境と調和した産業を育んできた、この滋賀の

地で学び育った卒業生は、これまでに 1 万 3 千人を超え、滋賀県内はもとより全国の、社会のさまざまな分野で

活躍しています。 

「キャンパスは琵琶湖。テキストは人間。」これが滋賀県立大学のモットーです。 

琵琶湖を擁する滋賀の地の利を生かし、次のような学びを展開しています。 

１，一人ひとりの学生・院生の顔が見える学び 

・教員一人に学生が数人の少人数での学び 

・豊かな教養と人間性を育む人間学・地域基礎科目による学び 

２，お互いを高め合う学び 

・グループワークなど多彩な手法による多角的・多面的視点の学び 

・基礎の重視と 1 年次からの専門的な学び 

・学生の自主活動「近江楽座」での地域の人々との学び 

３，多様な学び 

・フィールドワーク・実習・実験などを重視した実践的な学び 

・短期・長期の海外留学で国際感覚を磨く学び 

・副専攻（近江楽士、近江環人）での地域に根ざした学び 

これらの多様な学びを通して、「国際通用性のある知と実践力をそなえた人が育つ大学」をめざしています。本

学での学びを通して、国際化時代にふさわしい専門性や教養と感性を養うことは、卒業後の長い人生の礎となり

ます。 

本学は、「地域貢献大学のリーディングモデル」をめざしています。地域基礎科目に加えて、学部に「近江楽士

（地域学）」、大学院に「近江環人地域再生学座」の副専攻をそれぞれ設けています。また、学生の自主活動である

「近江楽座」には、毎年 700名近くの学生が参加し、地域の人々に学びながら地域課題を発見し、その解決に取り

組んでいます。教室を飛び出し地域に入り込んだ、これらの学びは、地域を理解し地域に貢献できる人材への成長

につながっています。 

平成 30 年度には持続可能な社会の実現をめざした SDGs 宣言を行い、本学の理念やこれまでの教育・研究・地

域貢献活動とも深くつながっている、国連で採択された「SDGs（持続可能な開発目標）」の達成に向けた取り組み

を推進しています。 

さらに、社会人教育にも力を入れ、公開講座・講義などを開催するとともに、共同研究や受託研究など産学連携

にも積極的に取り組んでいます。 

令和６年度は、県から示された第４期中期目標の達成に向けた第４期中期計画の初年度となりました。第４期

中期計画では、①大学の強みを活かした学部・学科の再編、②教育の質の向上のための教学マネジメントの推

進、③県立高等専門学校の設置（開校）を３つの柱として取り組むこととしています。 

１つ目の柱である大学の強みを活かした学部・学科の再編においては、本学の魅力を高めるため次期中期計画

（令和 12 年度）から新たな学部・学科構成で教育を実施できるよう学部・学科の再編にかかる検討をスタート

しました。また主体的に学び、学業成績が優れている学生を応援するための給付型奨学金として「未来人財応援

奨学金制度」を創設し、本学で学ぶ魅力の向上を図りました。 

２つ目の教育の質の向上のための教学マネジメントの推進においては、学内に教育支援センターを設置し、教

学マネジメントを実施する体制を整えました。また、教育ＤＸに必要な ICT 環境整備の一環として、学生がクラ

ウドサービス等により能動的に学修や研究に取り組むことができるよう、学内の Wi-Fi環境の強化を実施しまし

た。 

３つ目の県立高専の設置（開校）においては、令和 10 年４月の県立高等専門学校の開校に向け、学校施設の

整備にかかる設計業務の委託契約を締結し、基本設計を行いました。またカリキュラム編成等の学校運営体制の

検討を担う高等専門学校開校準備教員を採用するとともに、開校後の教員の募集を開始しました。 

今後も、社会環境等の大きな変化を踏まえ、学びの充実をはじめとした改革に取り組み、学生や地域にとって

魅力のある高等教育機関の運営を行ってまいります。  
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２ 法人の目的および業務内容 
Ⅰ 目的 
この公立大学法人は、地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号。以下「法」という。）に基づき大学を設置

し、および管理することにより、滋賀県における学術の中心として、未来を志向した高度な学芸を教授研究し、新

しい時代を切り拓く広い視野、豊かな創造力ならびに先進的な知識および技術を有する有為の人材を養成すると

ともに、開かれた大学として、学術文化の振興、環境の保全、産業の発展および人間の健康に寄与することを目的

としています。（定款第１条） 

 

Ⅱ 業務内容 
(1)滋賀県立大学を設置し、これを運営すること。 

(2)学生に対し、修学、進路選択、心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 

(3)法人以外の者から委託を受け、またはこれと共同して研究を実施することその他法人以外の者と連携して教

育研究活動を行うこと。 

(4)公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。 

(5)法人における教育研究の成果を普及し、およびその活用を促進すること。 

(6)前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 

 

３ 法人の位置付けおよび役割 
今後、若年人口が急速に減少するとともに、デジタル技術の革新、国際情勢の変化、コロナ禍の影響等により、

産業構造や生活様式が大きく変化し、社会が求める人材が多様化していく中で、誰もが幸せを感じられるような

持続可能な社会への変革が求められている。 

こうした社会の実現に向けて、社会的課題をとらえ、持続可能な社会づくりをリードする学びの提供や、社会人

を含む幅広い学生等の受け入れなど、これまでの実績を活かして地域に貢献できる人材の育成・輩出を強化して

いく必要がある。 

また、ＳＤＧｓの推進など滋賀県や市町の課題解決への取組や、時代に適応した修学環境の整備、自律的かつ持

続可能な経営基盤の強化にも取り組むことが求められる。 

さらには、第４期中期目標期間中には、県立大学の開学 30 周年を迎えるほか、滋賀県立高等専門学校（以下

「県立高等専門学校」という。）の開設も予定されている。  

この大きな節目を一つの契機に、二つの高等教育機関を抱える公立大学法人として更なる飛躍へと向かうこと

が期待されており、県立大学と県立高等専門学校とがそれぞれの特徴を活かし、高め合い、相乗効果を発揮して、

持続可能な社会づくりをけん引する人材を育成することが重要である。 

 

 

４ 中期目標の概要 
社会環境等の大きな変化を踏まえ、学びの充実をはじめとした改革に取り組み、学生や地域にとって魅力のある

高等教育機関となることを目指すことを基本姿勢とし、滋賀県は次の点を基本に第４期中期目標を定める。 

【基本姿勢】 

「キャンパスは琵琶湖。テキストは人間。」をモットーに、持続可能な社会づくりをけん引する人材の育成を図る

とともに、「学生や地域にとって魅力のある高等教育機関」を目指す。 

【基本的な取組】 

〇 社会的課題をとらえ、持続可能な社会づくりをリードする学びの提供  

〇 地域教育プログラム等を通じた地域に貢献できる人材の育成  

〇 産学官の連携による実践的な社会人教育の展開や地域課題の解決  

〇 教育ＤＸ等による学生の修学環境の充実  

〇 県立高等専門学校の設置に向けた取組  

〇 組織運営の改善や経営効率化による自律的な業務運営の推進
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５ 理事長の理念ならびに運営上の方針および戦略 
本法人は、滋賀県における学術の中心として、未来を志向した高度な学芸と、悠久の歴史や豊かな自然、風土に

培われた文化を深く教授研究するとともに、新しい時代を切り拓く広い視野と豊かな創造力、先進的な知識、技術

を有する有為の人材を養成することを目的としています。 

また、開かれた大学として、県民の知的欲求に応える生涯学習の機会の提供や地域環境の保全、学術文化の振

興、産業の発展、人間の健康など、滋賀県の持続的発展の原動力として大きく寄与することを使命としています。 

本法人は次の視点を基本とした教育研究を行っています。 

(1)高度化、総合化をめざす教育研究 

科学技術の進歩、国際化や高齢化などの進展に伴い、新しい社会経済システムの構築が求められている。また、

社会のあらゆる分野でのボーダーレス化が進行し、これまでの専門に細分化した知識や技術では解決し得ない新

たな課題が発生している。これらに対して、学際的な学術研究の推進と、さまざまな領域にわたる複雑な問題に対

して自ら考え判断することのできる創造性豊かな人材の養成が求められている。 

このため、技術の先端化や学術研究の進展に対応した高度で先進的な教育研究を行うとともに、関連する学術

研究分野間の有機的連携をはかり、自然科学と人文社会科学を包括した総合的、学際的な教育研究を行う。 

特に、人や技術と自然との関わりについての深い理解力を養うことを重視し、専門性と人間性の統一的な追求

をめざす。 

 

(2)柔軟で多様性に富む教育研究 

高等教育機能の多様化が進む今日、個性や特色ある独創的・先駆的な教育研究が求められている。 

このため、社会の変化に対応しうる柔軟な教育課程と教育研究組織を編成するとともに、基礎学力に加えて応

用能力や豊かな人間性を身につけた人材の養成をめざし、学生と教員の人間的な触れ合いを重視した教育を行う。 

また、他の大学や研究所、試験研究機関等との連携を深め、学術研究の交流や共同研究などを多面的に推進す

る。 

 

(3)地域社会への貢献 

現在の大学には、真理探求の本来的使命にとどまらず、開かれた大学として地域社会への貢献が求められてい

る。すなわち、大学は、研究成果や学術情報の公開、地域が抱える課題の学問的解明、社会人に対する学習機会の

提供など、地域文化の創造や産業の振興にも寄与するものでなければならない。 

したがって、地域の新しい生活文化の創造や産業界の要請に即した実践的な教育研究を行うとともに、施設設

備の開放、産学協同の研究推進のほか、公開講座等の開設、リカレント教育などの学習機会の拡充に積極的に取り

組む。 

 

(4)国際社会への貢献 

国際化の波は、産業経済から学術文化、日常生活に至る広汎な領域に及んでいる。そして、大学には、国際社会

の一員としての自覚のもとに幅広い国際感覚を身につけた人材の養成と、独創的な学術研究を通して世界の平和

と進歩に貢献することが期待されている。 

このため、本学の教育研究においては、視野を世界におき、研究成果の情報発信や外国の大学等との学術交流を

積極的に進める。 

また、外国人留学生の受け入れ、留学制度の充実など日常的な国際交流を重視し、国際的視野や感覚を培うこと

のできる教育研究を行う。 
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６ 中期計画の概要 
公立大学法人滋賀県立大学中期計画（第４期）  

計画期間 令和６年（2024 年）４月１日から令和 12 年（2030 年）３月 31 日まで 

Ⅰ大学の教育研究等の質向上に関する目標を達成するための措置 

1 教育に関する目標を達成するための措置 

 【１】地域社会や産業界から求められる人材像や県民から期待されている大学の役割を把握した上で、滋賀

県立大学の強みを活かした学部・学科の再編や、入学定員の適切な見直しを行う。 

 【２】時代の変化に合わせ、社会課題に臨機応変に対応できるよう、幅広い視野を養える体系的な課程ある

いは副専攻の創設を、学部・学科の再編と併せて検討する。また、既存の副専攻プログラムについて

も地域における認知度の向上を図る。 

 【３】専門科目を学ぶために補強すべき基礎学力を把握した上で、必要な初年次教育を実施するとともに、

変化する時代に対応できる高度専門人材の育成のため、論理的思考力や判断力、課題解決能力などを

身に付ける教養教育（哲学、歴史、法律、政治、経済などのリベラルアーツ教育）を充実し、総合大

学としての強みを高める。  

また、社会においてデジタルトランスフォーメーションを推進できる情報活用能力を学生が身に付け

るための、新たな情報教育プログラムの開発および提供を行う。 

【４】各学科の専門科目を学ぶことで身に付けた確かな「職能」を活かして、地域での実践活動が行えるよ

う、地域教育プログラム「近江楽士」副専攻や学生主体のプロジェクト「近江楽座」を展開・推進す

る。 

【５】すべての研究科において博士課程を設置するとともに、適正な教育環境を確保するために、在学する

学生の数を収容定員に基づき適正に管理し、必要に応じて収容定員を見直す。また、学部・学科の再

編に伴う大学院の教育研究組織のあり方についても、検討を行う。 

【６】近江環人地域再生学座において大学院生と社会人が共に学び、地域で実施されている事業等との連携

を図ることにより、地域に根ざした実践的な教育をより充実させる。 

【７】本学の理念や教育目標・内容を受験生等に確実に発信するとともに、現在実施している学力検査の効

率化を図る。また、「学力検査」では測定が困難な「学ぶ意欲」も見極められるような入学者選抜方

法へと改革を行う。 

【８】高等専門学校や短期大学等を卒業した者の円滑な受入れに向け、また社会人が学び直しを行い、仕事

で求められる能力を磨き続けていくためのリカレント教育やリスキリング教育の充実に向けて、開講

科目単位から学位取得レベルまで実情に応じた受入れができる多様な入口と履修モデルを準備する。 

【９】学生が学務事務システムのポートフォリオ機能などを活用し、学期ごとに履修した授業の記録を残

し、学期末には成長を振り返って来学期の目標を立てるなど、学年に応じて学生が能動的に学ぶため

の指導・支援を行うとともに、クラウドサービス等の利用も含め、教室のＩＣＴ環境を計画的に整備

し、活用する。 

【10】学期ごとに科目レベルのアセスメント、年度ごとに学位プログラムレベルのアセスメントを実施し、

その結果を活用したＦＤ活動を実施する。 

【11】全学的な内部質保証（教学マネジメント）のための各種のサポート（ＦＤ／ＳＤ、学位プログラムお

よび科目レベルのアセスメントおよびモニタリング、教育ＤＸ、授業アンケート等）を行う教育支援

センターを整備し、全学レベル、学位プログラムレベル、教員（科目）レベルの教学マネジメントな

どが有効に機能する体制を整えるとともに、教育改善の事例を可視化し、公表する。 

【12】海外派遣および受入支援を充実させるための体制を整えるとともに、外国人留学生が学生や地域社会

との交流ができる場や機会の拡充を図ることにより、多様な国際交流を推進し、グローバル社会に対

応できる人材を育成する。 

【13】受け入れ留学生のための日本語教育を充実するとともに、日本文化や本学の専門分野に 関する英語

による提供科目を増やし、オンデマンドの教材を制作する等、より魅力的な教育 プログラムを開発

する。 

【14】海外の大学や研究機関との教員交流や共同研究、学生の海外での研究を推進するための 支援を強化

する。また、多文化共生および国際的な視点での地域課題解決に取り組み、大学 としての国際化を

進める。 

【15】国の修学支援制度の活用を中心として、授業料・入学料の額や、奨学金・減免制度の戦 略的な見直
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し・検討を行い、経済的支援をより充実させる。また、学生の心身の健康に関する相談・支援の体制

を強化する。 

【16】学生が自身の興味や適性に応じて、様々な課外活動が行えるよう、学生支援センターによる支援を強

化する。 

【17】卒業生や県内企業とのネットワークを拡大し、社会で活躍している卒業生の姿を在学生 5 が知ること

のできる機会をさらに増やす。また、全学生に共通する支援に加え、学位プログラム単位の就職支援

や障害学生への対応など、入学時から卒業まで包括的にサポートする機能を強化する。 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

【18】本学がこれまで取り組んできた琵琶湖モデルの構築や健康寿命の延伸、また地域社会の課題解決に向

けた研究を引き続き推進する。さらに、地域ひと・モノ・未来情報研究センターを中心に、総合大学

の強みを生かし、学部・学科を超えた学際共創型研究を推進する。 

【19】リサーチ・アドミニストレーター（ＵＲＡ）を中心とした、地域社会の課題や企業等の要請を的確に

把握できる体制を整備し、地域活性化や地域課題の解決に向け、研究力活性化のための分析、支援等

を行うとともに研究成果の事業化に向けた取組を推進する。 

【20】若手研究者への支援を引き続き実施するとともに、女性研究者の登用や育成、また育休等からの復帰

支援のための施策をより充実させる。また、企業や研究機関等とのクロスアポイントメント制度を活

用できる体制を整備し、学外との人的な連携を強化する。 

３ 地域連携に関する目標を達成するための措置 

【21】地域の課題や企業需要の実態を把握し、併せて研究シーズとのマッチング機能を強化することで地域

や企業からのアクセス性を高め、共同研究の受け入れとともに、大学院への社会人入学の増加にもつ

なげる。また、既存の連携プラットフォームを基に、他大学や産業界、自治体との組織的な連携によ

り、企業に大学との連携にインセンティブを感じさせる取組を推進する。 

【22】琵琶湖や地域をフィールドとした近江楽座など学生による地域活動等を様々な媒体を通してより積極

的に発信することで、地域社会における認知度の一層の向上を図り、学生や地域社会の要請に対応し

ながら、次の地域活動につなげる。また、社会で活躍する卒業生との連携によって、学生に地域活動

の意義をより強く認識してもらうことで、地域活動の活性化を促す。 

【23】地域で取り組まれている課題をテーマにした教育を実施し、そこからの学びを通じて将来の地域課題

解決の担い手となる人材を育成する。 

【24】滋賀県立大学ＳＤＧｓ重点取組計画に基づき、４つの重点項目に対応した特定課題研究および滋賀県

が掲げるＭＬＧｓ（Ｍｏｔｈｅｒ Ｌａｋｅ Ｇｏａｌｓ）達成に向けた研究に取り組む。 

【25】ＩＣＴや情報セキュリティ、また課題解決の手法など社会にどのような需要があるのか、県内企業等

の需要を踏まえ、オンライン・オンデマンドを活用するなど社会人が学びやすい大学院のカリキュラ

ムや、リカレント教育やリスキリング教育の体制を検討し、実施する。また、個別の企業と契約する

など、オーダーメイドでも教育機会を提供する。 

Ⅱ 県立高等専門学校の設置に向けた目標を達成するための措置 

【26】カリキュラムについては、高等専門学校ならではの５年一貫教育を生かした一般科目、専門科目、実

験・実習の体系的な配置や、情報技術の習得、具体的な地域等の課題を取り入れつつ、社会実装に向

けた実践や挑戦を行う機会の創出といった点に特に留意しながら編成し、設置認可申請を行う。 

また、教員の確保については、専門科目は、博士の学位を持つ者や技術士等の職業上の資格を持つ

者、一般科目は、修士以上の学位を持つ者や、民間企業や教育現場での経験を通じて高度な実務能力

を持つ者など、高等専門学校での教育力の基盤となる優れた能力・資格等を有する者を計画的に採用

する。 

【27】実習や実験、グループワークなど様々な学習形態への対応に加え、将来的な専門科目の需要の変化等

への柔軟な対応や、ダイバーシティ、ユニバーサルデザイン、環境保全性、利便性に優れた教育施設

を整備する。また、学生や教員に加え、企業や地域住民などの外部利用者が、検討、討議、研究、発

表等が行えるよう図書・交流拠点施設を整備する。 

【28】県立高等専門学校が、技術を軸として人と情報が交流できる学びと実践の拠点となるよう、地域や産

業界との連携・共創に向け、積極的かつ継続的に情報発信する。また、県立高等専門学校を中学校卒

業後の生徒の将来の選択肢の１つとして理解してもらい、意欲的で優秀な学生を確保するため、生

徒、保護者、中学教員等を対象に、県とともに県立高等専門学校の学びの特徴や魅力を様々なメディ

アや方法を通じて発信する。 
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【29】公立大学法人滋賀県立大学、県および経済７団体による「高等専門学校の設置に向けた共創宣言」を

踏まえ、先進的な分野の人材の育成、地域社会への実装に向けた共同研究、学生と地元企業や技術者

との交流、学生の学びへの支援、学生の地元就職支援など産業界や地域などの各主体が相互に連携の

メリットを享受できる仕組みづくりを行う。 

Ⅲ 法人経営に関する目標を達成するための措置 

１ 業務運営の改善に関する目標を達成するための措置 

【30】法人内に性質の異なる２つの教育研究機関がある特性を最大限に活用できるよう、法人の組織・機能

を整備する。また、大学と高専がそれぞれの強みや特色を活かし、学生や利用者に最良のサービスが

提供できるよう、法人内の連携体制を整備する。 

【31】事務の効率化・簡素化により重要業務に携わる時間を増やすため、全学的に業務改革計画を策定し、

業務のデジタル化を進める。 

【32】教職員が心身ともに負担なく、健康で働きやすい環境を支援するため健康管理機能を強化するととも

に、育児や介護などのライフイベントに応じた働き方ができるよう支援を行う。 

また、相談体制の強化などハラスメント防止に向けた取組を強化する。 

【33】教員の能力向上のため、全学、学位プログラム、教員の各レベルでの研修を実施する。また、現行の

教員自己点検評価制度を見直し、教育改善活動等に、より重みを付けた教員評価制度として実施す

る。 

【34】法人を取り巻く環境変化に対応できるよう、優秀な職員の確保に加え、職員の創造的な業務の推進に

資する研修の実施や研修体系および人事制度の不断の見直しによる効果的な人材育成の展開により、

組織活力の向上を図る。 

２ 財務に関する目標を達成するための措置 

【35】自律的な財政運営のため、県と協議し、中期目標を達成するために必要な運営費交付金を安定的に確

保する。また、事務の効率化を図りながら経費の削減に努めるとともに、学内の需要を踏まえた適切

な予算配分と計画的な目的積立金の活用により、効率的な予算執行を図る。 

【36】研究シーズや成果等を積極的に発信し、新たな共同研究等の増加につなげるとともに、同窓会等との

連携を密にするなど母校への誇り、愛着の増進を図り、未来人財基金への寄附金を拡充する。また、

国補助事業や競争的資金などの外部資金獲得について、戦略的な取組を行う。 

【37】科学研究費助成事業（科研費）等の外部資金獲得のための全学的な支援を実施し、外部資金の獲得額

に応じた研究実施のための支援を行う。 

【38】学生および教員が安定的に学修や研究に取り組むことができるよう、老朽化した教育研究機器を定期

的に更新し、教育研究を発展させる機器を整備するとともに、教育ＤＸに必要となる情報基盤システ

ム環境やネットワーク環境の整備、特に Wi-Fi 環境を強化する。施設については、環境負荷低減や長

寿命化など、短期・中期・長期で更新するそれぞれのバランスを考慮し、新たな学部・学科を見据え

た戦略的なマネジメントを推進する。 

３ ステークホルダーとの共創に関する目標を達成するための措置 

【39】地域に根ざした教育活動や社会に還元してきた研究成果を、戦略的に広報するとともに、ステークホ

ルダーが必要とする情報を、ＳＮＳなど多様な媒体を活用し提供する。また、ステークホルダーから

の意見を聞くなどし、大学のブランド構築を進め、本学への理解度を深める取組を行う。 

【40】授業のみならず大学運営全般に対して、学生の声が反映できる仕組みを構築し、適切な 学修支援、

生活支援を実施する。 

【41】環びわ湖大学・地域コンソーシアムやびわ湖東北部地域連携協議会などの取組をもとに、 県内大学

等と連携し、それぞれの資源を有効活用する方策を検討し、実施する。 

４ 自己評価等に関する目標を達成するための措置 

【42】法人運営について、中期計画の指標を活用し毎年度の進捗状況を可視化するとともに、地方独立行政

法人法に基づく事業報告書の記載を充実させることで、ステークホルダーへ広く公表・発信する。ま

た、認証評価や外部有識者の意見のみならず、日常的にステークホルダーから徴取した意見も活用

し、業務改善を行う。 

【43】卒業生の社会での評価など学外から見た滋賀県立大学の姿や、企業や地域からの意見など、各種情報

を数値化するなどし、法人の姿を客観視しながら経営や教育研究活動に活用する。 

５ その他の業務運営に関する目標を達成するための措置 

【44】コンプライアンスや人権意識を向上するため、全学を対象とするものはもとより、各組織で必要とな
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る内容での研修を実施する。また、研究倫理教育の着実な実施や、事務手続きの継続的な見直しな

ど、研究不正防止の取組を行う。 

【45】海外留学や災害、新たな感染症など規模の大きなものに限らず、日常の教育研究活動で生じる情報セ

キュリティや実験実習、野外調査などに至るものまで、想定され得るリスクを的確に把握し、事象ご

とに管理体制を整える。 

【46】監事、会計監査人と監査室との連携を密にするとともに、内部監査体制の不断の見直しを行い、内部

監査機能を強化する。また、監査に携わる職員のみならず、教職員の知識・能力の向上を図り、監査

の質を向上させる。 

 

 

７ 適正なサービスを持続的に提供するための源泉 
Ⅰ ガバナンスの状況 

当法人は、中期目標を確実に達成するため、役員会を毎月定期的に開催しています。この会議では、法人の業務運

営および事業実施に関する重要事項等の審議や報告が行われております。 

また、役員会には監事も出席しており、財務や業務の健全性を確保しております。 

さらに、理事者、監事、会計監査人、監査室の四者による協議を毎年度実施しており、法人運営に関する認識を

共有し、法人の健全な運営を確保しています。 

 

 

Ⅱ 役員の状況 
※令和 6 年 4 月 1 日現在 

役職 氏名 任期 主な経歴 

理事長（学長） 井手 慎司 
令和 5年 4月 1日～

令和 9 年 3 月 31 日 

昭和 62年 8 月  株式会社明電舎開発総本部総合研究所

基礎第二部主任 

平成 2 年 12 月  財団法人国際湖沼環境委員会プログラ

ム調整官 

平成 7 年 4 月  滋賀県立大学環境科学部環境計画学科

助教授 

平成 19年 4 月  滋賀県立大学環境科学部環境政策・計

画学科教授 

平成 28年 4 月  滋賀県立大学環境科学部長 

令和 3 年 4 月   滋賀県立大学環境科学研究院長 

令和 5 年 4 月   滋賀県立大学理事長（学長） 

副理事長 

（事務局長） 

（総務担当） 

宮川 正和 
令和 4年 4月 1日～

令和 7 年 3 月 31 日 

平成 19年 4 月 滋賀県琵琶湖環境部環境政策課長 

平成 22年 4 月 滋賀県企画調整課長 

平成 23年 4 月 滋賀県総合政策部管理監 

平成 26年 4 月 滋賀県理事（文化・スポーツ担当） 

平成 27年 4 月 滋賀県知事公室長 

平成 28年 4 月 滋賀県総合政策部長 

平成 30 年 4 月 滋賀県病院事業管理者（滋賀県病院事

業庁長） 

令和 4 年 4 月 滋賀県立大学副理事長（事務局長） 

理事（副学長） 

（教育・学生支

援担当） 

小泉 尚嗣 
令和 5年 4月 1日～

令和 7 年 3 月 31 日 

昭和 64年 1 月 京都大学防災研究所助手 

平成 8 年 10 月 工業技術院地質調査所主任研究官 

平成 13年 4 月 独立行政法人産業技術総合研究所地質

調査総合センター研究グループ長（そ

の後、主幹研究員，総括研究主幹を歴

任） 

平成 27年 10 月 滋賀県立大学環境科学部教授 

令和 5 年 4 月 滋賀県立大学理事(教育・学生支援担当) 
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理事（副学長） 

（研究・評価担

当） 

松岡 純 
令和 5年 4月 1日～

令和 7 年 3 月 31 日 

昭和 62年 4 月 通商産業省工業技術院大阪工業技術試

験所研究員 

平成 3 年 3 月 三重大学工学部分子素材工学科助手 

平成 7 年 4 月 滋賀県立大学工学部材料科学科講師 

平成 13年 4 月 滋賀県立大学工学部材料科学科助教授 

平成 17年 4 月 滋賀県立大学工学部材料科学科教授 

令和 5 年 4 月 滋賀県立大学理事（研究・評価担当） 

理事 

(地域連携･高専

開設準備担当) 

中嶋 毅 
令和 5年 4月 1日～

令和 7 年 3 月 31 日 

平成 26年 4 月 総務部税務課主席参事兼地方税徴収対

策室長 

平成 27年 4 月 総務部市町振興課長 

平成 29年 4 月 総務部管理監（（公）滋賀県立大学事事

務局次長） 

平成 30年 4 月 総合政策部監理監（新駅問題・特定プ

ロジェクト対策室長事務取扱） 

平成 31年 4 月 知事公室次長 

令和 2 年 4 月 理事（交通政策担当） 

令和 4 年 4 月 知事公室長 

令和 5 年 4 月 滋賀県立大学理事(地域連携・高専開設

準備担当) 

理事（非常勤） 林 一義 

平成 31年 4月 1日

～令和 7 年 3 月 31

日 

昭和 55年 4 月 (株)滋賀銀行入行 

平成 17年 2 月 営業統轄部次長 

平成 22年 6 月 経営管理部長 

平成 23年 6 月 取締役 

平成 26年 6 月 常務取締役 

平成 30年 6 月 監査役（常勤） 

理事（非常勤） 髙橋 啓子 

令和 6 年 4 月 1 日

～令和 8 年 3 月 31

日 

平成 14年 4 月 聖泉大学人間学部助教授 

平成 19年 4 月 聖泉大学人間学部教授 

平成 23年 4 月 聖泉大学人間学部長 

平成 24 年 4 月 聖泉大学副学長・人間学部長（～令和

3 年 3 月） 

令和 2 年 9 月 滋賀県公安委員 

監事（非常勤） 山本 憲宏 

平成 30年 4月 1日

～令和 7 事業年度

について財務諸表

の承認の日 

平成 9 年 10 月 監査法人トーマツ大阪事務所入所 

平成 14年 10 月 清友監査法人入所 

平成 17年 12 月 山本公認会計士事務所開業 

平成 21年 6 月 ＴＫＣ全国会入会 

監事（非常勤） 元永 佐緒里 

平成 30年 4月 1日

～令和 7 事業年度

について財務諸表

の承認の日 

昭和 63年 4 月 滋賀弁護士会に登録 

平成 19年 4 月 滋賀弁護士会会長に就任 
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Ⅲ 役職員の数 

 

 

 

Ⅳ 重要な施設等の整備等の状況 
（1）当事業年度中に完成した主要施設等 

・空調設備改修（A3,A4）294,470 千円 

・トイレ改修工事（B 棟、C 棟）209,121 千円 

・交流センター天井耐震化改修工事 176,795 千円 

・CAD/GIS システム 92,464 千円 

・交流センターホール舞台機構設備 38,456 千円 

・リモート監視装置（D 棟）30,800 千円 

 

Ⅴ 純資産の状況 
（1）資本金の状況（単位：百万円） 

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

滋賀県出資金 16,016 － － 16,016 

 

（2）目的積立金の申請状況、取崩内容等 

前年度は第３期中期目標期間最終年度であったため、令和５年度末目的積立金の残額（350 百万

円）、経営努力による剰余金（72 百万円）、資産見返負債・令和５年度固定資産取得分である積立金

相当額（3,439 百万円）、運営費交付金債務の残額（759 百万円）を全て積立金として処理しました。   

運営費交付金債務の残額は設立団体へ返還し、それ以外については前中期目標期間繰越積立金とし

て設立団体より承認されました。令和６年度においては、前中期目標期間繰越積立金を 41 百万円使

用しました。 

 

Ⅵ 財源の情報 
（1）財源の内訳 

  （単位：百万円） 

区分 金額 構成比率（％） 

運営費交付金 2,849 38.74% 

学生等納付金 1,843 25.07% 

受託研究等収入 202 2.74% 

受託事業等収入 4 0.06% 

寄附金 258 3.51% 

補助金 163 2.22% 

施設・設備整備費補助金 1,896 25.79% 

目的積立金取崩 41 0.56% 

間接費収入 43 0.58% 

その他雑収入 54 0.73% 

計 7,353 100.00% 
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（2）自己収入に関する説明 

本法人の自己収入は、総額１，８９７百万円となっており、学生等納付金（授業料、入学料、検定料）が全体の

97.16％を占めております。 

  （単位：百万円） 

区分 金額 構成比率（％） 

学生等納付金 1,843 97.16% 

その他雑収入 54 2.84% 

計 1,897 100.00% 

 

Ⅶ 社会、環境への配慮等の状況 
本法人では環境への配慮を図るため、環境方針を定めています。2018 年 6 月には SDGs の達成に貢献することを

宣言する「滋賀県立大学 SDGs宣言」を行い、2019 年 6 月に「滋賀県立大学ＳＤＧｓ取組方針」を策定していま

す。2023 年 3 月には「ＳＤＧｓの達成に向けた重点取組計画」および「ＣＯ２ネットゼロ社会に向けた滋賀県

立大学の取組計画」を定めています。 

 

(1)環境方針の基本理念 

公立大学法人滋賀県立大学では、活力ある持続可能な社会をめざして、環境保全のための教育・研究の充実等を

はかり、積極的な社会貢献を果たしていくとともに、本学のあらゆる活動が環境に及ぼす影響に配慮して、自ら

率先して環境改善に向けた取り組みを進め、地球および地域の環境と共生し調和するエコキャンパスを構築し

ます。 

(2)環境方針の基本方針 

1,地球環境および地域環境の保全を目的とする教育を推進し、環境に関する倫理と高い知見と技術を備えた 

人材の育成に努めるとともに、環境保全に積極的に貢献する研究と地域への普及・啓発活動を推進します。 

2,教育研究活動、大学運営活動から生じるあらゆる環境負荷の低減・抑制に全学挙げて積極的に取り組み、 

継続的な改善を図ります。 

3,環境関連法令等を遵守し、環境汚染の予防に努めるだけでなく、よりよき環境の創成をめざします。 

(3)滋賀県立大学 SDGs 宣言 

S 滋賀県立大学は「キャンパスは琵琶湖。テキストは人間。」をモットーに 

D 誰一人取り残さない持続可能な社会を目指し 

G グローカルな思考と実践をもって 

s 世界と地域の発展に貢献します。 

(4)滋賀県立大学ＳＤＧｓ取組方針での本学におけるＳＤＧｓに関する基本的な考え方 

1ＳＤＧｓの学びと理解 

本学では、教職員と学生等、学内のすべての構成員が共に学びあい、成長しあいながらＳＤＧｓを理解し、一人

ひとりが持続可能な社会の構築に向けた取組に努めます。 

2 地域課題・地球的課題の解決 

本学は、多様な学内の資源を活用した教育・研究活動を通じて、持続可能な社会の実現に向けた知識と解決策を

提供し、グローカルな思考と実践をもって、地域課題・地球的課題の解決に貢献することを目指します。 

3 全学的な推進体制の充実と各主体の取組 

ＳＤＧｓに係る取組の推進に当たっては、大学運営組織、教職員、学生等のそれぞれの主体がもつ強みや資

源が最大限に活用されるよう相互に協力・連携することとし、全学的な推進体制を充実します。 

(5)ＳＤＧｓの達成に向けた重点取組計画における本学の重点項目 

1,地球温暖化対応・ＣＯ２削減 

2,琵琶湖流域の保全再生 

3,健康増進 

4,地域課題解決 

(6)ＣＯ２ネットゼロ社会に向けた滋賀県立大学の取組計画での目標 

1,2030 年度までに 2013 年度比 60％以上の CO２排出量を削減し、さらに 2050 年 CO２ネットゼロを前倒しで

実現する。 

2,教職員・学生との協働で滋賀県立大学らしい取組の地域展開・地域波及を図り、持続可能な地域づくりに

貢献する。 
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８ 業務運営上の課題およびリスクの状況ならびにその対応策 
公立大学法人滋賀県立大学危機管理規程、滋賀県立大学危機管理対策基本マニュアル、に基づき、リスク管理を

行っています。 

大学には様々な危機があり、事象毎に対応方法も異なります。代表的な危機への一般的な対応方法を滋賀県立大

学危機管理対策基本マニュアルに列記しています。 

参考 
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９ 業績の適正な評価に資する情報 
本法人は、地方独立行政法人法第 78 条の２の規定により、毎事業年度終了後、当該事業年度の業務実績につい

て、滋賀県公立大学法人評価委員会の評価を受けています。また、中期目標については、目標期間中に中間評価

を、目標期間終了後には目標期間全体の実績についての評価を受けています。 

また、法人評価とは別に、大学は学校教育法第 109 条第２項の規定により７年以内毎に、文部科学大臣の認

証を受けた認証評価による評価を受けなければなりません。教育研究等の状況について自己点検・評価を行い、

認証評価機関の定める大学評価基準に則った報告書を作成・申請し、適合認定を受けることにより、一定の基準

を満たす高等教育機関であるとして公に証明されています。本学では６事業年度毎に認証評価を受けています。 

法人内の組織も含めた体制図は次のとおりです。 

 

 
 

 

 

 

  



 

13 

 

１０ 業務の成果および当該業務に要した資源 
事業の実施状況 

(1) 教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための取組 

【教育】 

１学部・学科の再編入学定員の適切な見直しの検討 

地域社会や産業界から求められる人材像や県民から期待されている大学の役割を把握した上で、滋賀県立大

学の強みを活かした学部・学科の再編や、入学定員の適切な見直しを計画している。 

令和６年度は行政や企業で活躍する卒業生に、大学での教育に求めるものなどの聞き取りを行った。また、後

援会の役員（保護者）から、本学の人材育成のあり方等について意見照会を行い、期待されている大学の役割の

把握に努めた。 

 

事業費決算額：経営企画課事業費（中期計画推進費）１，０８１千円 

 

２教学マネジメント体制の強化 

全学的な内部質保証（教学マネジメント）のための各種のサポート（ＦＤ／ＳＤ、学位プログラムおよび科

目レベルのアセスメントおよびモニタリング、教育ＤＸ、授業アンケート等）を行う教育支援センターを整備

し、全学レベル、学位プログラムレベル、教員（科目）レベルの教学マネジメントなどが有効に機能する体制

を整えるとともに、教育改善の事例の可視化を計画している。 

令和６年度は教育・学生支援担当理事を長とし、各学部教員も参画した教育支援センターを設置した。セン

ターにおいては、履修登録制度の見直しに着手した。 

また各学科に依頼した学科レポート（学部・学科再編に向けた各学科の考え）作成に向け、各課が保存して

いた過去１０年間の入試や成績、就職の詳細なデータをＩＲ室に一元的に集め、有効に活用できるようにした。 

 

事業費決算額：ＩＲおよび内部質保証推進費２，６００千円 

 

３国際交流等の推進 

国際交流については留学生の受入・派遣支援の充実を図り、令和６年度は本学から１３７名の海外留学派

遣と７１名の外国人留学生の受入を行った。 

具体的な取り組みとしては、ミシガン州への留学を希望する学生に対し、ミシガン先行枠を試行すること

で、一人でも多くの学生が留学できる機会を得られるよう努めた。また、「学生の健康確認」や「本学が指

定する海外旅行保険の加入」等を必須とする短期海外研修の実施手順を作成し、学生の安全確保を図った。 

外国人留学生の受入については、４名のアメリカ人学生がサマープログラムに参加し、うち２名から交換

留学の出願があり、令和７年度前期は７年ぶりにアメリカからの交換留学生を受け入れる見込みである。ま

た、令和６年度から新たに本学の教員がアメリカ協定校を訪れ、サマープログラムのプロモーション等を行

い、継続的な交換留学生の受入について働きかけた。 

 

事業費決算額：国際交流事業費２９，４３４千円 

 

４学生への支援体制の充実 

本学の学生支援は、事務局（教務課、学生・就職支援課）のほか、体調不良等健康面の相談に応じる「健康

相談室」、臨床心理士の資格を持つカウンセラーが、各種相談や検査等を行う「学生相談室」、障がいや傷病に

より困難をかかえる学生の修学支援や環境調整を行う「障がい学生支援室」、およびキャリア形成や就活、進

路の相談に応じる「キャリアデザイン室」が、役割分担しつつ連携し、個々の学生に寄り添ったきめ細やかな

支援を行っている。 

また経済的な支援として、令和６年度から国の修学支援制度に加え、給付奨学金停止中の学生を救済する

大学独自の授業料減免を設けたり、学生の学修意欲向上を目的とした「未来人財応援奨学金」を、学業成績優

秀者や学術研究活動で優れた評価を受けた個人、団体に支給するなど、新たな取り組みを実施した。    

 

事業費決算額：学生支援費１６４，６４２千円 
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【研究】 

１特色ある研究の推進と研究水準の向上 

琵琶湖モデルの構築や健康寿命の延伸、また地域社会の課題解決に向けた研究を推進するため、分野横断

的な研究コミュニティの提案を学内で募集し、審査を行った結果、1 件の提案を採択した。また、地域ひと・

モノ・未来情報研究センターを中心とした学際型研究を奨励するためのフライヤーを作成し、学内研究者に

対し周知を行った。 

 

事業費決算額：地域ひと・モノ・未来情報研究センター費３，２１６千円 

 

【地域連携】 

１学生による地域活動の活性化 

琵琶湖や地域をフィールドとして地域の課題解決を行う「近江楽座」による学生の地域活動等を支援した。

令和６年度は 22 チームの近江楽座を採択し、各地域で活動を行った。また、その成果については、近江楽座

のホームページやインスタグラムで発信した。 

 

事業費決算額：近江楽座運営費３，１０２千円 

 

２社会人教育の充実 

  ５月に開催した地域連携推進本部会議において、本学のリカレント・リスキリング教育を体系化し、全学で

検討していく方針を確認した。これに従い、まずは本学のリカレント・リスキリング教育を分かりやすく発信

するため、各部署で行っている講座等を体系化し、HP で公表した。 

 

事業費決算額：地域共生センター費（地域交流事業費）１５５千円 

 

(2) 県立高等専門学校の設置に向けた目標を達成するための取組 

１多様な学びにつながるカリキュラムの検討 

カリキュラム編成や学校運営体制の整備等を進めるため、令和６年４月から１名の開校準備教員（機械系）

を採用した。また、電気電子系、情報系、建設系、学生支援にかかる分野については、令和７年４月の採用に

向けた取組を進め、６名を採用することとした。その他の教員予定者については、専門科目 31 名程度、一般

教養科目 15 名程度を 12 月から公募を開始した。 

 

事業費決算額：高等専門学校設置準備費（教員採用経費）２，７６４千円 

  

２教育環境や施設等の整備の推進 

  施設整備については、PFI 事業により整備することしていたが、全ての入札参加者が辞退届を提出したこと

により、令和６年５月に入札を中止した。その後、令和 10 年４月の開校を維持できること、入札参加者が一

定確保できる可能性があることといった要件を考慮し、PFI ではなく、設計、施工、維持管理を別発注する従

来型の入札方式により進めることとした。６月には基本整備計画を作成し、公募型プロポーザルにより 10 月

には設計業者を決定。基本設計に着手し、令和７年３月末に基本設計を受領した。 

 

事業費決算額：高等専門学校設置準備費（新築工事設計業務委託）１９２，１５９千円 

 

３積極的な情報発信等 

  滋賀県立高専の認知度向上等に向け、県内外の保護者や児童生徒、小中学校教員、産業界に向け、県立高専

のホームページを開設した。さらに、高専出前授業の実施、大規模商業施設等における高専体験イベントなど

を開催した。 

 

事業費決算額：高等専門学校設置準備費（広報費）４，６０４千円 
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(3) 法人経営に関する目標を達成するための取組 

１施設設備等の整備・活用 

  教育ＤＸに必要となるネットワーク環境を強化するため、共通講義棟の全ての講義室に Wi-Fi のアクセス

ポイントを設置した。 

 

事業費決算額：２３，９５２千円 

 

２強みを活かした広報・情報発信 

  地域に根ざした教育活動や社会に還元してきた研究成果を、戦略的に広報するとともに、ステークホルダ

ーが必要とする情報を提供する一つの手法として、本学の研究の魅力をインタビュー形式で紹介する学生企

画について検討し、令和７年度から「県大の研究人！＜キワメビト＞」としてホームページに掲載することと

した。 

 

事業費決算額：大学管理運営費（企画広報費）１０，４８４千円 
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１１ 予算および決算の概要 

 

（注 1）産学共同施設使用料収入が当初の見込みを下回ったことにより、予算額に対し 8 百万円の減

となりました。 

（注 2）受託研究、共同研究の受入に努めたことにより、予算額に対し 217 百万円の増となりまし

た。 

（注 3）当初予定していた人件費の財源を変更したことにより予算額に対し減額となりました。 

（注 4）一般管理費で一括して予算計上した光熱水費、修繕費等について、決算で教育研究経費に按

分したことにより、予算額に対し減少しました。 

（注 5）契約している工事の次年度繰越により、予算額に対し減額となりました。 

（注 6）受託研究、共同研究の受入に努めたことにより、執行額が増加し予算額に対し増額となりま

した。 
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１２ 財務諸表の要約 
詳細につきましては、財務諸表をご覧ください。 

（1）貸借対照表 

 

 

（2）損益計算書 

 

  

（単位：百万円）

資産の部 金額 金額

固定資産 18,349 固定負債 241

有形固定資産 18,332 長期繰延補助金等 44

無形固定資産 17 長期未払金等 193

投資その他の資産 1 その他 4

流動資産 2,878 流動負債 3,181

現金および預金 1,436 運営費交付金債務 70

未収金 1,414 寄附金債務 389

その他 28 未払金 1,122

預り施設費 1,368

その他 232

負債合計 3,422

純資産の部 金額

資本金 16,016

県出資金 16,016

資本剰余金

利益剰余金 3,822

純資産の部 17,805

資産合計 21,227 負債純資産合計 21,227

△ 2,033

負債の部

（単位：百万円）

区分 金額 区分 金額

経常費用(A) 5,252 経常収益(B) 5,262

業務費 4,894  運営費交付金収益 2,778

　教育経費 595  授業料収益 1,505

　研究経費 286  入学金収益 278

　教育研究支援経費 291  検定料収益 61

　受託研究費 132  受託研究収益 138

　共同研究費 46  共同研究収益 52

　受託事業費等 5  受託事業等収益 5

　役員人件費 80  補助金等収益 183

　教員人件費 2,428  寄附金収益 146

　職員人件費 1,032  その他 115

一般管理費 353

その他 5

臨時損失(C) 8 臨時利益(D) -     

当期純利益(E)=(B)-(A)-(C)+(D) 2

当期総利益(G)=(E)+(F) 2 目的積立金取崩額(F) -     

※単位未満四捨五入のため、内訳と合計が一致しない箇所がある。
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（3）純資産変動計算書 

 

単位未満四捨五入のため、内訳が合計と一致しない箇所がある。 

 

（4）キャッシ・ュフロー計算書 

 

 

１３ 財政状態、運営状況およびキャッシュ・フローの状況の理事長による説明 
Ⅰ 貸借対照表 
資産総額は、固定資産が１８，３４９百万円、流動資産２，８７８百万円で、前年度に対して８６６百万円

（+4.25％）増加し、２１，２２７百万円となっています。 

内訳については固定資産が資産の部の 86.44％を占め、このうち土地・建物・構築物が１３，５８６百万円で

64.00％を占めています。また、図書が３，００７百万円で 14.17％と大きな割合を占めていることも大学の貸借

対照表の特徴となっています。 

建物については、空調設備改修やトイレ改修などにより増加（８１６百万円）し、増加額が減価償却費を上回

ったことにより、３５９百万円（+5.00％）増加しました。 

工具器具備品等については、サンプリングオシロスコープなどの取得により増加（３６９百万円）し、増加額

が減価償却費を上回ったことにより、５０百万円（+5.33％）増加しました。 

固定資産全体では、資産取得額が当年度の減価償却費を上回ったことにより、期末残高は６７９百万円

（+3.84％）増加しました。 

また、流動資産では、未収金が増加したことにより、１８７百万円（+6.94％）の増加となっています。 

負債総額は、固定負債が２４１百万円、流動負債が３，１８１百万円で前年度に対して１，２１３百万円

(単位：百万円)

区分 資本金 資本剰余金 利益剰余金 純資産合計

当期首残高 16,016 △ 2,483 4,620 18,153

当期変動額 -           450 △ 798 △ 347

　資本金の当期変動額 -           -           -           -           

　資本剰余金の当期変動額 -           450 -           450

　利益剰余金の当期変動額 -           -           △ 798 △ 798

当期末残高 16,016 △ 2,033 3,822 17,805
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（+54.95％）増加し、３，４２２百万円となっています。 

固定負債については、長期繰延補助金等と長期未払金が減少したことにより４３百万円（△15.14％）の減少

となっています。 

流動負債については、預り施設費が増加したことにより１，２５６百万円（+65.28％）の増加となっていま

す。 

純資産総額は、資本剰余金が△２，０３３百万円、利益剰余金が３，８２２百万円で前年度に対して３４７百万

円減少し、１７，８０５百万円となっています。 

資本剰余金については、特定償却資産の取得額が減価償却相当累計額の増加を上回ったことにより、４５０百

万の増加となっています。 

利益剰余金については、前期に未処分利益に振り替えた運営費交付金債務残高を設立団体へ返還したことによ

り、７９８百万円（△17.27％）の減少となっています。 

   

Ⅱ 損益計算書 
経常費用は、業務費が４，８９４百万円、一般管理費が３５３百万円、財務費用等が４百万円で、前年度に対

して３４２百万円（6.96％）増加し、５，２５２百万円となっています。 

業務費については、役員の退職金の増加により役員人件費が８０百万円で前年度に対して１０百万円

（+14.25％）増加となっています。教員人件費は人事院勧告による給与・賞与の改定の影響により前年度に対し

て１７１百万円（+7.59％）増加し、２，４２８百万円となっています。職員人件費は人事院勧告による給与・

賞与の改定の影響と契約職員への勤勉手当支給により１６４百万円（+18.84％）増加し、１，０３２百万円とな

っています。 

各経費の特徴としては、教育経費では授業料減免等奨学費、教育備品の減価償却費および教育活動にかかる消

耗品費が、研究経費では教員の研究活動のための消耗品費・備品費および減価償却費が、教育研究支援経費では

委託料・賃借料および減価償却費が、大きな割合を占めています。一般管理費では、施設維持管理に係る業務委

託料が約半分を占めています。 

経常収益は、前年度に対して１９６百万円（3.86％）増加し、５，２６２百万円となっています。 

運営費交付金収益は運営費交付金を財源に支給する退職金の支給額が増加した影響により、１４７百万円

（+5.57％）増加し２，７７８百万円となっています。寄附金収益は寄附金を財源取得した固定資産取得額の増

加により、４７百万円（+46.62％）増加し１４６百万円となっています。経常収益のうち、運営費交付金収益が

52.80%、学生等納付金収益（授業料・入学料・検定料）が 35.05％、外部資金による収益（受託研究収益・共同

研究収益・受託事業収益・寄附金収益）が 6.49％を占めています。 

経常収益から経常費用を引いた額である経常利益は１０百万円で、これに臨時損失８百万円を差し引いた当期

総利益は２百万円となっています。 

 

Ⅲ 純資産変動計算書 
前期に未処分利益に振り替えた運営費交付金債務残高を設立団体へ返還したことによる利益剰余金の減少によ

り、純資産変動額は３４７百万円の減少となっています。 

 

Ⅳ キャッシュ・フロー計算書 
令和６年度における業務活動によるキャッシュ・フローは、９０４百万円減の△３１９百万円となっていま

す。設立団体納付金の支払により支出が増加したことが要因です。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、３９７百万円減の△６５２百万円となっています。施設費による収入

額の減少や有形固定資産および無形固定資産の取得による支出が増加したことがおもな要因です。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済による支出と利息の支払額の合計が３５百万円減と

なったことの要因により、３５百万円増の△１５７百万円となっています。 
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Ⅴ 運営状況 
コンプライアンスや人権意識を向上するため、コンプライアンス研修、人権研修、研究費不正防止セミナーを実

施しました。研修参加率 100％を目標としていますが、コンプライアンス研修の参加率 96.8％、人権研修 91.1％、

研究費不正防止セミナー100％という結果となりました。 

滋賀県立大学は令和７年６月に開学 30 周年を迎えます。開学 30 周年記念祭を開催するにあたり、その準備を

進めました。 

 

１４ 内部統制の運用状況 
公立大学法人滋賀県立大学業務方法書第３条から第４条に基づき、毎年度モニタリングを通じて内部統制システ

ムが有効に機能していることを確認しています。 

 

 

１５ 法人に関する基礎的な情報 
Ⅰ 沿革 

平成 7 年 4 月開学（環境科学部・工学部・人間文化学部） 

平成 11年 4 月大学院修士課程開設 

（環境科学研究科・工学研究科・人間文化学研究科） 

平成 13年 4 月大学院博士課程開設 

（環境科学研究科・工学研究科・人間文化学研究科） 

平成 15年 4 月人間看護学部開設 

平成 18年 4 月公立大学法人滋賀県立大学設立 

平成 19年 4 月大学院修士課程開設（人間看護学研究科） 

平成 20年 4 月工学部電子システム工学科開設 

平成 21年 4 月大学院博士後期課程工学研究科先端工学専攻開設 

平成 24年 4 月人間文化学部国際コミュニケーション学科開設 

大学院博士前期課程工学研究科電子システム工学専攻開設 

 

Ⅱ 設立団体 
滋賀県 

 

Ⅲ 所在地 
滋賀県彦根市八坂町２５００番地 
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Ⅳ 組織図 

 

 

 

 

Ⅴ 学生数 
※令和 6 年 5 月 1 日現在 

 

学部  2,588 人 

大学院  289 人 計 2,877人 
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Ⅵ 主要財務データの経年表 
（単位:百万円） 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

資産合計 19,756 19,996 19,606 20,361 21,227 

負債合計 5,865 5,853 5,542 2,208 3,422 

純資産合計 13,891 14,143 14,064 18,153 17,805 

経常費用 4,453 4,640 4,846 4,910 5,252 

経常収益 4,593 4,721 4,970 5,066 5,262 

当期総損益 178 125 165 4,270 2 

業務活動によるキャッシュ・フロー 843 1,097 702 585 △319 

投資活動によるキャッシュ・フロー 17 △650 △666 △255 △652 

財務活動によるキャッシュ・フロー △215 △211 △194 △192 △157 

資金期末残高 2,048 2,285 2,127 2,264 1,136 

＊単位未満四捨五入のため、内訳が合計と一致しない箇所がある 

 

 

Ⅶ 翌事業年度に係る予算、収支計画および資金計画 
（1）予算 

（単位:百万円） 

区分 金額 

収入 

運営費交付金 

補助金等収入 

自己収入 

授業料および入学金検定料収入 

雑収入 

産学連携等研究収入および寄附金収入等 

目的積立金取崩 

 

3,033 

2,494 

1,952 

1,881 

71 

370 

183 

計 8,032 

支出 

業務費 

教育研究経費 

一般管理費 

人件費 

施設整備費 

産学連携等研究経費および寄附金事業費等 

 

5,524 

1,013 

561 

3,950 

2,165 

343 

計 8,032 
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（2）収支計画 

（単位:百万円） 

区分 金額 

費用の部 

経常費用 

業務費 

教育研究経費 

受託研究費等 

役員人件費 

教員人件費 

職員人件費 

一般管理費 

財務費用 

雑損 

減価償却費 

臨時損失 

 

5,899 

5,009 

910 

149 

88 

2,573 

1,289 

591 

3 

0 

296 

0 

計 5,899 

収入の部 

経常収益 

運営費交付金収益 

授業料収益 

入学金収益 

検定料収益 

受託研究等収益 

寄附金収益 

補助金等収益 

財務収益 

雑益 

長期繰延補助金戻入 

臨時利益 

 

5,705 

3,033 

1,538 

286 

57 

235 

99 

329 

0 

108 

20 

0 

計 5,705 

純利益 

積立金取崩 

総利益 

△194 

194 

0 

 

  



 

24 

 

 

（3）資金計画 

区分 金額 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

翌年度への繰越金 

 

5,744 

2,288 

0 

199 

計 8,231 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

授業料および入学金検定料による収入 

受託研究等収入 

寄附金収入 

補助金等収入 

その他の収入 

投資活動による収入 

施設費による収入 

その他の収入 

財務活動による収入 

前年度よりの繰越金 

 

5,684 

3,033 

1,881 

235 

99 

329 

107 

2,166 

2,165 

1 

0 

381 

計 8,231 

 

 

Ⅷ 会計監査人の氏名または名称および報酬 
会計監査人は有限責任監査法人トーマツであり、当該監査法人および当該監査法人と同一のネットワークに

属する者に対する、当事業年度の当法人の監査証明業務に基づく報酬の額は、７百万円（税抜）であり、非監査

業務に基づく報酬の額は０百万円（税抜）です。  
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１６ 参考情報 
Ⅰ要約した財務諸表の科目の説明 

（1）貸借対照表 

有形固定資産 土地、建物、機械装置、車両、工具など法人が長期にわたって使用

又は利用する有形の固定資産 

無形固定資産 ソフトウェア、電話加入権など具体的な形態を持たないもの 

投資その他の資産 留学生宿舎借上げ敷金保証金 

現金および預金 現金および預金であって、貸借対照表日の翌日から起算して一年

以内に期限の到来しない預金を除くもの 

その他（流動資産） 前払費用、未収入金等 

長期未払金 長期リース債務 

その他（固定負債） 退職給付引当金、保有資産敷金 

運営費交付金債務 設立団体から負託された業務の財源を交付金の交付をもって直ち

に収益化せず、債務として負債に計上するもの 

寄付金債務 法人の業務活動や施設整備への支援等を目的として、個人および

法人等から提供されるもの 

未払金 法人の業務活動に関連して発生する未払金で、一般の取引慣行と

して発生後短期間に支払われるものおよび勘定間における債務 

その他（流動負債） 預り金、前受金等 

資本金 設立団体からの現物出資分で、法人の財産的基礎を構成するもの 

資本剰余金 補助金、目的積立金等を財源として取得した資産等で、法人の財産

的基礎を構成するもの 

利益剰余金 法人の業務活動に関連し発生した剰余金の累計額 

 

（2）損益計算書 

業務費 法人の業務活動に要した費用（人件費を含む） 

一般管理費 施設の修繕や減価償却費など、公立大学法人の管理に要した費用 

財務費用 利息等の支払に要する経費 

運営費交付金収益 県からの運営費交付金のうち、当期に収益化された収益 

授業料収益 大学の授業料のうち、当期に収益化された収益 

入学料収益 大学の入学料のうち、当期に収益化された収益 

補助金等収益 国、県等からの補助金等のうち、当期に収益化された収益 

雑益 学生宿舎料等のうち、当期に収益化された収益 

その他 受託・共同研究収益、検定料収益等 

目的積立金取崩額 目的積立金や前中期目標期間繰越積立金の取崩額 

当期総利益 地方独立行政法人法第４０条の利益処分の対象となる利益であっ

て、財務面の経営努力の算定基礎を示す指標としての性格を有す

るもの 

 

（3）純資産変動計算書 

当期末残高 貸借対照表の純資産の部に記載されている残高 
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